
　

　

　

　

　

　 　

(参考図)市道･県道掘削時の影響幅等指示要領1
NON

①舗装工事後3年未満の市道(掘削規制がある道路)

　○車線区分のある市道

　　車線区分までの復旧かつ4ｍ以上

　(参考)

道路横断垂直線から30°から45°の

角度で復旧すること。

30cm以上を確保

すること。 30cm以上を確保

すること。

　○一般道

　　全面復旧かつ3ｍ以上

　(参考)

30cm以上を確保

すること。

②舗装工事後3年以上の市道(掘削規制がない道路)

　○車線区分のある市道

　　車線区分までの復旧かつ3ｍ以上

　(参考)

道路横断垂直線から30°から45°の

角度で復旧すること。

30cm以上を確保

すること。 影響幅以上を確保

すること。

③バス通り

　○車線区分のある市道

　　車線区分までの復旧かつ4ｍ以上

　(参考)

道路横断垂直線から30°から45°の

角度で復旧すること。

30cm以上を確保

すること。 30cm以上を確保

すること。

　○一般道

　　全面復旧かつ4ｍ以上

　(参考)

30cm以上を確保

すること。

道路横断垂直線から30°から45°の

角度で復旧すること。 市道･県道掘削時の影響幅等指示要領1
(参考図)

図面名称

図面番号

4ｍ以上 4ｍ以上

3ｍ以上 3ｍ以上

4ｍ以上 4ｍ以上 4ｍ以上

3ｍ以上

17
19


	17_【参考図】市道掘削時の影響幅等指示要領128（R3）

